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著作権保護期間 延長は創作活動を阻害する  

鳩
山
由
紀
夫
首
相
は
1
1
月
、
楽
 
 

曲
や
歌
詞
な
ど
音
楽
の
著
作
権
を
 
 

管
理
す
る
「
日
本
音
楽
著
作
権
協
 
 

会
（
J
A
S
R
A
C
）
」
の
創
立
 
 

7
0
周
年
祝
賀
会
で
、
著
作
権
の
保
 
 

護
期
間
を
現
在
の
「
著
作
者
の
死
 
 

後
5
0
年
」
か
ら
欧
米
な
ど
と
同
じ
 
 

「
著
作
者
の
死
後
7
0
年
」
に
延
長
 
 

す
る
た
め
に
最
大
限
努
力
す
る
と
 
 

の
考
え
を
示
し
た
。
翌
々
日
、
川
 
 

端
達
夫
文
科
相
も
閣
議
後
の
記
者
 
 

会
見
で
、
延
長
に
向
け
た
著
作
権
 
 

法
改
正
に
意
欲
を
表
明
し
た
。
 
 
 

著
作
権
保
護
の
期
間
延
長
は
作
 
 

家
ら
著
作
権
者
が
主
張
し
て
い
 
 

る
。
だ
が
、
関
係
者
の
間
に
は
根
 
 

強
い
反
対
論
も
あ
り
、
文
科
省
の
 
 

文
化
審
議
会
小
委
員
会
は
昨
秋
、
 
 

「
十
分
な
合
意
が
得
ら
れ
た
状
況
 
 

で
は
な
い
」
と
し
て
当
面
、
延
長
 
 

を
見
送
る
と
の
報
告
書
を
ま
と
め
 
 

た
。
以
来
、
新
し
い
状
況
が
生
ま
 
 

れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
首
相
 
 

そ
う
い
ち
 
 

象
一
愛
知
大
教
授
（
図
書
館
情
報
学
）
 
 

や
文
科
相
の
延
長
問
題
を
蒸
し
返
 
 

す
発
言
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
 
 
 

私
は
、
著
作
権
と
そ
の
保
護
期
 
 

間
問
題
は
文
化
に
か
か
わ
る
問
題
 
 

で
あ
り
、
関
係
者
ら
の
幅
広
い
合
 
 

意
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
慎
重
に
対
 
 

処
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
 
 
 

著
作
権
は
、
文
学
や
音
楽
、
絵
 
 

画
、
写
真
な
ど
創
作
物
を
著
作
者
 
 

が
原
則
と
し
て
独
占
排
他
的
に
利
 
 

用
で
き
る
権
利
だ
。
以
前
「
お
ふ
 
 

く
ろ
さ
ん
」
と
い
う
歌
に
、
あ
る
 
 

歌
手
が
勝
手
に
語
り
を
加
え
た
た
 
 

め
に
歌
え
な
く
な
る
事
件
が
あ
っ
 
 

た
が
、
著
作
者
は
自
分
が
気
に
入
 
 

ら
な
け
れ
ば
特
定
の
利
用
者
に
作
 
 

品
を
使
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
 
 

と
も
で
き
る
。
し
か
も
保
護
期
間
 
 

延
長
と
な
れ
ば
、
著
作
者
の
死
後
 
 

7
0
年
間
も
、
孫
や
ひ
孫
ら
に
も
そ
 
 

の
権
利
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

長
期
間
の
延
長
と
な
る
と
、
一
 
 

部
の
著
名
作
家
は
と
も
か
く
、
大
 
 

多
数
の
本
や
絵
画
な
ど
の
著
作
権
 
 

者
の
所
在
が
不
明
と
な
り
、
遺
族
 
 

も
探
し
出
せ
ず
、
著
作
物
の
出
版
 
 

な
ど
再
利
用
が
困
難
に
な
る
「
孤
 
 

児
著
作
物
」
問
題
が
発
生
す
る
。
 
 

国
立
国
会
図
書
館
で
は
明
治
・
大
 
 

正
期
の
本
を
電
子
化
し
て
公
開
し
 
 

て
い
る
が
、
そ
の
際
、
著
作
権
者
 
 

の
確
認
作
業
に
膨
大
な
労
力
と
全
 
 

費
用
の
3
分
の
1
を
費
や
さ
ね
ば
 
 

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
 
 
 

実
際
、
著
作
権
保
護
の
期
間
を
 
 

延
長
し
て
も
、
ぼ
と
ん
ど
の
著
作
 
 

者
に
は
経
済
的
利
益
が
な
い
と
の
 
 

研
究
結
果
も
あ
る
。
他
人
の
著
作
 
 

物
を
利
用
し
て
新
た
な
創
作
活
動
 
 

を
す
る
演
奏
家
や
演
劇
関
係
者
の
 
 

多
く
は
延
長
に
反
対
し
て
い
る
。
 
 
 

延
長
は
著
作
者
保
護
と
い
う
よ
 
 

り
、
、
そ
の
著
作
物
を
利
用
す
る
レ
 
 

コ
ー
ド
会
社
な
ど
の
利
益
を
守
る
 
 

た
め
と
の
見
方
も
あ
る
。
米
国
で
 
 

は
十
年
余
り
前
、
保
護
期
間
を
5
0
 
 

年
か
ら
7
0
年
に
延
ば
し
た
が
、
こ
 
 

れ
は
著
作
権
が
切
れ
そ
う
に
な
っ
 
 

た
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
の
映
画
を
保
 
 

護
す
る
「
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
法
」
 
 

や
ゆ
 
 

だ
と
椰
檜
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
 
 
 

「
ウ
ェ
ス
ト
サ
イ
ド
物
語
」
が
 
 

「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
」
の
 
 

翻
訳
で
あ
る
よ
う
に
、
過
去
の
著
 
 

作
物
の
再
利
用
に
よ
る
新
た
な
創
 
 

作
活
動
で
多
く
の
名
作
が
生
ま
れ
 
 

た
り
し
て
き
た
。
著
作
権
の
保
護
 
 

期
間
延
長
は
、
自
ら
創
作
活
動
の
 
 

幅
を
狭
め
る
も
の
で
、
わ
が
国
に
 
 

と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
が
大
き
い
の
で
 
 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 


